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これまで通り自署又は記名押印が必要です

令和5年1月25日
給水装置工事申請書の押印の一部廃止について

令和5年4月1日の本申請受付分より、「土地所有者」「家屋所有者」「通過土地所有者」の押印を不要とします。なお、押印は不要ですが所
有者の住所、氏名は記載してください。
【注意事項】

・給水装置工事のトラブルを防ぐため、利害関係人の同意を得て施工してください。
・「申請者」「分岐本線所有者」については、これまで通り自署又は記名押印が必要です。

〇岡山市水道条例（抜粋）
(第三者の異議についての責任)
第5条 給水装置工事について，利害関係人その他の者から異議があるときは，当該工事申込者の責任において対処するものとする。
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押印は不要です。
「本人（代表者）自署又は記名押印」の注記が残りますが、
このまま使用してください。

000 0000
〇〇市○〇区○〇町〇ー〇
○〇○〇 ○〇○〇

〇〇 ○○
○〇○ー○〇○ー○〇○〇

△△市△△区△△町△ー△
△△ △△

××市××区××町×ー×
（株）××不動産
代表取締役 ×× ××

△△市△△区△△町△ー△
△△ △△

○〇○○〇


